
葛飾区男女平等推進計画(第７次)策定の目的

本区では、男女平等社会を実現するため、平成８年に「男女平等社会実現かつ
しかプラン(葛飾区女性行動計画)」を策定しました。
平成１６年に「葛飾区男女平等推進条例」を施行し、社会情勢や男女平等を取り

巻く状況の変化に応じて、第６次までの男女平等推進計画を展開してきました。

そしてこの度、さらなる男女平等社会の実現を目指し、男女平等に関する施策
を総合的かつ計画的に推進するため、「葛飾区男女平等推進計画(第７次)」を策
定します。
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 計画の位置付け 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

・「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第 15 条に定められる 

葛飾区職員活きいきワークライフ推進計画（特定事業主行動計画）（令和３年度～令和７年度） 

・第９期葛飾区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（令和６年度～令和８年度） 

・第６期葛飾区高齢者虐待防止・養護者支援計画（令和６年度～令和１１年度） 

・葛飾区障害者施策推進計画（令和６年度～令和１１年度） 

・第７期葛飾区障害福祉計画（令和６年度～令和１１年度） 

・第３期葛飾区障害児福祉計画（令和６年度～令和８年度） 

・葛飾区教育振興基本計画（令和６年度～令和１０年度） 

・葛飾区ＳＤＧｓ推進計画（令和５年度～令和１２年度） 

・葛飾区子ども・若者計画（令和７年度～令和１１年度） 

・第３次かつしか健康実現プラン（令和７年度～令和１２年度） 

葛飾区男女平等推進条例 

葛飾区男女平等推進計画（第７次） 

・葛飾区配偶者暴力の防止及び被害者保護のための計画（第５次） 

・葛飾区女性活躍推進計画（第３次） 

・(仮称)葛飾区困難女性支援基本計画(第１次)    

令和９年度～令和１３年度 

【国】 【東京都】 

施策の連携 

人権尊重・男女平等推進施策を位置付け 

・男女共同参画社会基本法 平成 11 年度～ 

・第５次男女共同参画基本計画 令和 2 年度～ 

・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等

に関する法律 平成 13 年度～ 

・女性の職業生活における活躍の推進に関する法

律 平成27 年度～ 

・困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 

 令和６年度～ 

 

・東京都男女平等参画基本条例 

・東京都男女平等参画推進総合計画 令和 4 年度～ 

東京都女性活躍推進計画 

東京都配偶者暴力対策基本計画 

・東京都困難な問題を抱える女性への支援に関する 

支援調整会議設置要綱 令和６年度～ 

 

 

葛飾区基本構想 
葛飾区基本計画 

（令和３年度～令和 12 年度） 

葛飾区中期実施計画 

（令和６年度～令和９年度） 

 



今後の男女平等推進審議会スケジュール(予定)
(令和７年11月12日現在)

令和７年11月12日(水) 第３回 計画(第７次)の課題や成果指標等の検討
第２回審議会事務局(案)の決定ほか

令和８年１月23日(金) 第４回 計画(第７次)の成果指標の決定
目標、課題、施策の最終確認・検討箇所審議
体系図(ツリー図)(案)決定
男女平等に関する意識と実態調査結果
(最終報告及び冊子配布)

令和８年３月25日(水) 第５回 計画事業の審議・報告・相談
計画(第７次)骨子(案)決定

※内容は、審議状況に応じて、順番が前後する場合がございます。
※現委員の皆様の任期は、令和８年７月31日までとなりますので、本計画審議
中である次年度に、委員改選が生じます。


